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個人情報等の取扱いに関する特記仕様書 

 

 （法令等の遵守） 

第１条 受託者（以下「乙」という。）は、委託者（以下「甲」という。）との間で締結する

本契約の履行に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以

下本特記仕様書において「法」という。）、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）、個人情

報の保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）（以下「個人情報保護法

ガイドライン」という。）、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関

等･地方公共団体等編）（以下「特定個人情報ガイドライン」という。）、武蔵村山市情報セ

キュリティポリシーその他関係法令等（以下これらを「法令等」という。）を遵守しなけ

ればならない。 

 

 （定義） 

第２条 本特記仕様書で使用する用語は、法及び番号法で使用する用語の例による。 

 

 （秘密保持） 

第３条 乙は、法令に特別の定めがある場合を除き、本契約の履行に際して知り得た個人情

報及び特定個人情報（以下「個人情報等」という。）を第三者に漏らしてはならない。本

契約終了後も同様とする。 

２ 乙は、本契約の履行に携わる乙の従業者（以下単に「従業者」という。）に、個人情報

等の秘密保持に係る誓約書を提出させなければならない。 

 

 （安全管理措置） 

第４条 乙は、本契約の範囲内において、個人情報等の取扱いについて甲が採るべき措置と

同等の安全管理措置（個人情報保護法ガイドライン及び特定個人情報ガイドラインで求

められる安全管理措置をいう。）を講じる義務を負う。 

 

 （従業者の明確化） 

第５条 乙は、従業者のうちから、個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド

（行政機関等向け）に規定する総括保護管理者、保護管理者、保護担当者（特定個人情報

については、特定個人情報ガイドラインに規定する総括責任者、保護責任者、事務取扱担

当者）及び監査責任者に相当する者（以下「総括保護管理者等」という。）を指名し、個

人情報等の安全管理体制の確保及び維持に努めなければならない。 

２ 乙は、本契約の締結後、速やかに総括保護管理者等を指名し、総括保護管理者等の氏名、

役職等及び個人情報等の安全管理体制について甲に書面で届出を行い、承認を得なけれ

ばならない。総括保護管理者等又は個人情報等の安全管理体制を変更する場合も同様と

する。 
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 （監督・教育） 

第６条 乙は、本特記仕様書及び法令等が遵守されるよう従業者を監督しなければならな

い。 

２ 乙は、従業者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、そ

の他法令等で定められた安全管理措置に関する教育及び研修を実施しなければならない。 

 

 （作業場所） 

第７条 乙は、あらかじめ個人情報等を取り扱う事務を行う作業場所（特定個人情報を取り

扱う事務については、特定個人情報ガイドラインに規定する取扱区域及び管理区域をい

う。以下同じ。）を定め、本契約締結後、速やかに甲に書面で届出を行い、承諾を得なけ

ればならない。作業場所を変更する場合も同様とする。 

２ 乙は、甲の事業所内に作業場所を設置するときは、当該事業所に出入りする全ての従業

者に乙が発行する身分証を携帯させなければならない。 

 

 （持出しの禁止） 

第８条 乙は、本契約において取り扱う個人情報等を作業場所以外の場所に持ち出しては

ならない。ただし、持出しの理由、方法、場所、持ち出す個人情報等の範囲その他甲の指

定する事項について、書面によりあらかじめ甲に申し出て承諾を得た場合は、施錠可能な

容器に入れる等の盗難防止措置（電磁的記録媒体で持出しを行う場合は、暗号化等の安全

管理措置を含む。）を講じる場合に限り、持ち出すことができる。 

 

 （目的外利用等の禁止） 

第９条 乙は、法令に特別の定めがある場合を除き、本契約に係る個人情報等を利用目的以

外の目的のために利用し、又は第三者に提供（以下「目的外利用等」という。）してはな

らない。 

２ 乙は、個人情報等の目的外利用等を行うときは、あらかじめ甲の承諾を得なければなら

ない。ただし、やむを得ない理由により事前に承諾を得ることができない場合は、目的外

利用等の後、直ちに報告を行うこととする。 

 

 （複製等の制限） 

第１０条 乙は、甲の指示又は承諾を受けた場合を除き、甲から提供又は貸与を受けた個人

情報等が記録された資料を複写し、又は複製してはならない。 

 

 （管理） 

第１１条 乙は、本契約に係る個人情報等の管理に当たっては、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

 ⑴ 利用目的、収集から廃棄までの手続を明記し従業者に周知する等、違法な利用や漏え

い等の事故発生を防ぐ措置 

 ⑵ 施錠可能な書庫等で保管し、個人情報等を保有する端末のワイヤーロックを行う等、
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盗難を防止する措置 

 ⑶ 個人情報等の保管場所への入退室及び機器の持込みを管理する措置 

 ⑷ 個人情報等を電子データで保管する場合には、次に掲げる措置 

  ア 電子データにアクセスできる者及びアクセスできる個人情報ファイル又は特定個

人情報ファイルの限定、アクセスログの分析等 

  イ 電子データを保管する端末への機器接続制限 

  ウ ２段階以上のアクセス認証 

  エ セキュリティソフト、ファイアウォール等による外部からの不正アクセス、サイバ

ー攻撃等の防止 

  オ 電子データを保管する端末をインターネットから独立させる等の手段によるデー

タの漏えい防止 

 

 （受渡し） 

第１２条 本契約の履行に必要な個人情報等の受渡しは、甲が指定した日時及び場所にお

いて行うものとし、乙は、個人情報等の受渡しを受けたときは、甲に対して受領証を提出

しなければならない。 

 

 （返却又は消去等） 

第１３条 乙は、本契約が終了したとき又は甲の求めがあったときは、直ちに個人情報等を

甲に返却するものとする。ただし、甲から指示があったときは、文書に記録されたものに

ついては溶解等の方法により、電磁的記録媒体に記録されたものについては物理的若し

くは磁気的な破壊、ソフトウェアによるデータ消去等の復元不可能な方法により消去し、

又は廃棄することができる。 

２ 乙は、前項ただし書の規定により個人情報等を消去し、又は廃棄するときは、甲乙協議

により期限を定めた上で、乙の責任により行うものとし、個人情報等の消去又は廃棄が完

了したときは、その完了した事実を証する書類を甲に提出しなければならない。 

 

 （再委託の制限） 

第１４条 乙は、本契約に係る業務の一部を再委託（再委託の相手方が行う再々委託以降の

委託を含む。以下同じ。）してはならない。ただし、再委託先の名称、再委託の理由、再

委託する業務の内容、再委託先において取り扱う個人情報等、再委託先における安全管理

措置、再委託先に対する管理・監督の方法その他甲が指定する事項を明らかにした上で書

面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定により再委託を行う場合は、乙は、本契約に係る契約書に定める事

項及び法令等を遵守するよう再委託先の管理・監督を行わなければならない。 

３ 第３条から前条までの規定は、再委託を行う場合について準用する。 

 

 （情報漏えい等が発生した場合の措置及び責任） 

第１５条 乙は、本契約に関し個人情報等の漏えい、滅失、毀損等の事故が発生したときは、



- 4 - 

 

直ちに必要な調査を行い、当該事故の内容、発生場所、発生状況、事故に係る個人情報等

の内容及び件数その他甲が指定する事項について、書面で甲に報告するとともに、影響を

最小限に抑える方策及び再発防止策を講じ、書面により速やかに甲に報告しなければな

らない。この場合において、甲は、これらの報告の内容について、個人情報保護委員会に

報告し、及び公表することができる。 

２ 乙は、乙の責めに帰すべき事由により発生した個人情報等の漏えい等の事故により甲

又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

３ 前２項の規定は、本契約終了後に発覚した事故に対しても適用する。 

 

 （契約内容の遵守に関する報告等） 

第１６条 乙は、本特記仕様書の遵守状況について、定期に書面で甲に報告しなければなら

ない。 

２ 乙は、個人情報等の取扱状況、再委託先の監督状況、安全管理体制等に関して甲からの

求めがあったときは、書面により直ちに甲に報告しなければならない。 

 

 （必要があると認めるときの実地調査又は監査） 

第１７条 甲又は甲が指定した者は、乙（第１４条第１項ただし書の規定に基づき、本契約

に係る業務の一部を再委託する場合の再委託先を含む。以下本条において同じ。）の業務

に支障を生じさせない範囲において、随時に乙の施設への立入り、必要な書類の閲覧･複

写、乙の従業者への聴取等、本特記仕様書に基づき適切な措置が講じられているかを確認

し、及び検証するための調査又は監査を実施することができる。この場合において、乙は、

合理的事由のある場合を除き、甲又は甲が指定した者が行う調査又は監査に協力しなけ

ればならない。 

２ 甲は、前項の調査又は監査の目的を達成するために必要な範囲において、乙に対して情

報の提供を求め、又は改善のための指示を行うことができる。 

 

 （法令等に違反した場合の契約解除及び賠償） 

第１８条 甲は、乙が法令等の規定又は本特記仕様書に定める義務に違反したときは、本契

約を解除することができる。 

２ 乙は、前項の規定により契約を解除されたときは、損害金として甲に対して契約金額

（単価契約であって仕様書等の記載により予定数量が明らかな場合は、契約金額に予定

数量を乗じて得た額）の１０分の１に相当する額を支払わなければならない。ただし、契

約の解除により甲に生じた実際の損害額が当該１０分の１に相当する額を超える場合は、

実際の損害額に相当する額を賠償するものとする。 

 

 （管轄の合意） 

第１９条 本特記仕様書に規定された事項に関連して生じた甲乙間の紛争については、甲

の所在地を管轄する裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 


